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秋田県地方税滞納整理機構の設置期間について

令和３年１１月２４日

総 務 部

１ 概要

○ 令和４年度までとされている秋田県地方税滞納整理機構（以下、「機構」と

いう。）の設置期間について、市町村における未納繰越額及び機構への滞納事

案の処理依頼状況等を踏まえ、延長しないこととした。

２ これまでの経緯

○ 機構は、平成１９年の国から地方への税源移譲に伴い増加した未納繰越額の

圧縮のため、個人県民税及び市町村税の滞納整理の推進による税収確保と、県

職員と市町村職員が協働で滞納整理を行うことにより、市町村の徴収技術の一

層の向上を図ることを目的として、平成２２年度から３年間の暫定的な組織と

して設立された。

○ その後、５年ずつ２回の期間延長を経て、現在の設置期間は令和４年度まで

とされている。

３ 現状

○ 市町村税の未納繰越額については、平成２２年度の10,785百万円をピークに

減少傾向が続いており､令和元年度はピーク時の２分の１以下の4,934百万円と

なっている。【参考 図１】

○ 市町村からの処理依頼事案については、平成２３年度の1,192件をピークに

減少傾向が続いており、令和２年度は59件となっている。【参考 図２】

○ 市町村からの派遣職員の勤務形態については、設立当初は全て常勤であった

が、平成２５年度に非常勤も可能としてからは、非常勤が主になっている。

【参考 図３】

○ 市町村が機構に求めることが、滞納整理の推進から滞納整理技術の向上（研

修・人材育成）や困難事案等の相談対応へと変化してきている。

４ 検討の経過

○ 機構の今後のあり方について、令和２年度から５回にわたり「秋田県地方税

滞納整理機構の今後のあり方に関する検討部会」（以下、「検討部会」という。）

において検討した結果、設置期間の延長はしないという意見で一致した。

○ 上記検討部会の検討結果について、県総務部長を委員長とし、各市町村税務

主管部課長等を委員とする「秋田県地方税滞納整理機構運営委員会」に報告し、

全市町村から承認を得た。

５ 令和５年度以降に向けて

○ 市町村からは県が実施する研修や相談対応の継続を望む意見が多いことから

令和５年度以降の研修制度や、滞納処分における困難事案等の相談対応のあり

方について検討していく。

○ 滞納整理については、総合県税事務所との共同文書催告や合同滞納整理のほ

か、個人住民税の滞納事案は、地方税法第４８条の規定に基づく、県による直

接徴収制度の活用を検討していく。
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【参考】
（図１）

（図２）

（図３）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

県民税 899 1,324 1,627 1,832 1,894 1,893 1,813 1,702 1,448 1,262 1,149 1,034 913 826

市町村税 8,848 9,423 9,935 10,408 10,785 10,502 9,917 9,299 8,471 7,315 6,896 6,097 5,389 4,934
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※市町村税は国保税を除く


